
国 県 起 債 そ の 他 一 般 財 源

補正前 19,339 9,669 4,834 4,836

補正後 52,900 26,450 13,225 13,225

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

令和元年度２月補正予算債務負担行為の概要

事 業 名 担 当 課

住宅・建築物耐震診断・改修支援事業費 建築指導課

  補助額については、年度毎の出来高により補助額を確定。（年度毎に補正対応しながら最終年で額を調整するこ
ととなる。）

区 分 限度額 期間
財 源 内 訳

令和　2　年度

令和　2　年度

　
　改正耐震改修促進法により要緊急安全確認大規模建築物（耐震診断の義務付け対象となる建築物）に対して、
その所有者が行う耐震診断等に係る負担軽減のため、国、県による緊急的かつ重点的な補助制度が創設されたこ
とにより、本市においても対象建築物への補助を国の追加補助と併せて行うことを目的とする。

　アムズ鳥取店は、平成27年度に耐震診断、平成30年度に補強設計事業を実施。令和元年～令和2年度の2か年
に渡り建替えによる耐震化工事を行う予定。

　補助対象事業費の精査及び工程の見直しにより、年度割の変更を行うため。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　変更前　　　　　 　　　　　　　　　   　　　　変更後
　　　　　　　　　　　　　　　補助対象事業費　　　 補助額　　　　　　補助対象事業費　　　　 補助額
　　令和元年度　　　　　　 254,437千円　　　　58,521千円 　　　　 30,000千円　　　　　 6,900千円
　　令和２年度　　　　 　　　 84,082千円     　 19,339千円　　　　 230,000千円          52,900千円

　平成26年度に、要緊急安全確認大規模建築物に対して耐震診断補助を創設。翌平成27年度から補強設計及
び耐震補強工事に対して補助を拡充。
　平成28年に国から指導を受け、耐震補強工事の円滑な推進を図るため、補助事業の複数年対応について県と
調整を行い、平成29年5月1日付けで補助金交付要綱改正を行った。


